（別紙２）

※伐採造林届出書に基づく造林が終了してから30日以内に提出してください。

伐 採 後 の 造 林 に 係 る 森 林 の 状 況 報 告 書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　岸和田市長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者　                   　　
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　　年　　月　　日に提出した伐採及び伐採後の造林の届出書に係る森林につき次のとおり伐採後の造林を実施したので、森林法第10条の８第２項の規定により報告します。

　１　森林の所在場所 
	   　　　 　　　 

岸和田市　　　　　　　　　　　町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地
  　　　　　　　　　


　
　２　伐採後の造林の実施状況 
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３　備考
	




※相続等により届出書と異なる者が提出する場合は、その事情を記載してください。
※報告書には、伐採後や造林後と分かる写真を添付してください。
※作業の委託を行なった場合は、委託先を記載してください。

